
平 成 ２２ 年 度

募 集 要 項

熊本県立松橋高等学校(全日制)
〒869-0532 熊本県宇城市松橋町久具300

電 話 0964-32-0511(代)
ＦＡＸ 0964-33-4742

令和８年度（２０２６年度）

本校の入学者選抜は、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項（熊本県教育委員会）」に基づいて実施する。
本要項に記載の無い点については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」を参照のこと。
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Ⅰ 前 期 （ 特 色 ） 選 抜 

１ 趣旨 

受検者の多様な能力・適性や意欲・関心、努力の成果等について優れた面を積極的に評価する。 

 

２ 出願資格 

  入学を志願できる者は、次の（1）、（2）をともに満たしていることを在学又は出身中学校等の校長が確認し

た者で、かつ、（3）～（5）のいずれかに該当する者とする。 

 （1）前期（特色）選抜において、本校校長が定めた重視する観点を理解し、希望する者。 

 （2）合格した場合は、必ず入学する者。 

 （3）中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６年）３月

に卒業見込みの者。 

 （4）中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者。 

 （5）学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認められた者。 

  （以下、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を「中学校」という。） 

 

３ 本校の重視する観点 

 点観るす視重 スーコ・科学

普通科地域創造コース 

次の①～③を重視する。 

① 本校普通科地域創造コースの教科・科目に興味・関心が高く、すべての教育活動

に自ら積極的に取組む意欲と能力を持つ者。 

② スポーツ活動、文化活動で優れた実績をあげた者。または、生徒会活動及びボラ

ンティア活動、地域社会活動等に積極的に取組んだ者。 

③ 自己の適性と将来像を探究し、目標実現に向けて積極的に取組む意欲を持つ者。 

情 報 処 理 科 

次の①～③を重視する。 

① 本校情報処理科の教科学習に興味・関心が高く、すべての教育活動に自ら積極的

に取組む意欲と能力を持つ者。 

② スポーツ活動、文化活動で優れた実績をあげた者。または、生徒会活動及びボラ

ンティア活動等に積極的に取組んだ者。 

③ 経済や社会の動きに関心を持ち、将来、地域経済の発展に主体的に貢献したいと

いう意欲を持つ者。 

家   政   科 

次の①～③を重視する。 

① 本校家政科の教科学習に興味・関心が高く、すべての教育活動に自ら積極的に取

組む意欲と能力を持つ者。 

② スポーツ活動、文化活動で優れた実績をあげた者。または、生徒会活動及びボラ

ンティア活動等に積極的に取組んだ者。 

③ 家庭科に関する基礎的な知識・技術を身に付けており、自己実現のために、目的

を持って学校生活を送ろうとする意欲を持つ者。 

 

４ 学科・コースの募集人員 

学科・コース 募集人員 募集定員に占める割合 

普通科地域創造コース ４０人 ８０人の５０％ 

情 報 処 理 科 ２０人 ４０人の５０％ 

家   政   科 ２０人 ４０人の５０％ 
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５ 通学区域等 

 （1）通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、県下全域とする。 

 （2）同規則第４条による特例に基づき、通学区域外（以下、「学区外」という。）となる県外からの出願者に入

学を許可し得る数は、募集人員の５パーセント以内とする。 

（3）前期（特色）選抜における通学区域内（以下、「学区内」という。）の受検者数が募集人員を超えていない

場合、前期（特色）選抜における募集人員内において、学区外の出願者について、（2）で設定された人員の

上限を超えて入学を許可することがある。 

  

６ 出願期間 

  出願期間は、令和８年（２０２６年）１月２０日（火）から１月２３日（金）正午までとする。 

志願者がインターネット出願システムにおける出願サイト（以下、「出願サイト」という。）への所定事項の

入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、在学する中学校校長又は出身中学校長（以下、「出身中学校長」と

いう。）がインターネット出願システムにおける中学校等用の出願管理サイト（以下、「中学校等専用サイト」

という。）を通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。 

また、出願に係る書類（様式５、様式６、様式７及び様式２１）の提出については、当該期間の毎日午前９

時から午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、郵送による場合は、１月２２日（木）までの消印

のあるものに限り受け付ける。 

 

７ 出願手続等 

※詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。 

 （「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校のホームページに掲載する。） 

（1）志願者情報等登録 

  志願者は、令和７年（２０２５年）１２月 1 日（月）から令和８年（２０２６年）１月２３日（金）正午

までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。 

（2）出願手続 

ア 出願者による手続 

   出願者は、次の（ｱ）～（ｵ）を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、（ｱ）～（ｳ）につい

ては、上記（1）において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出されるため紙媒体の提

出は不要。 

     また（ｶ）については、出願サイトを通じて納付する。 

  （ｱ）入学願 

   ａ 志望する学科・コースを必ず１つ選び、所定の欄に「〇」を記入すること。 

ｂ 学区内からの出願者については、「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄の記入を要しない。 

ｃ 学区外からの出願者については、「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、次のとお

りとする。 

（a）「生活の本拠」欄は、番地等の記入は要しない。 

（b）事情がある場合は「氏名」及び「生活の本拠」の記入を要しない。なお、出身中学校長は出願期

間内に本校校長に説明をするものとする。 

ｄ 入学願記載事項の証明に当たっては、出身中学校長は、厳正な調査に基づいて責任ある証明をしな

ければならない。なお、６の承認をもって証明に代えるため、出身中学校長の職印は要しない。 

ｅ 学区外の中学校出身者で、「学区内」として出願する者は、保護者の生活の本拠が学区内にあるとい

うことを証明できる書類を出願期間内に本校校長に文書で提出しなければならない。 

ｆ 学区内、学区外の記載について疑義がある場合は、出願した者に対し、その保護者の生活の本拠が

学区内にあるということを証明する書類の提出を求めることがある。 

  （ｲ）受検票（様式３） 
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  （ｳ）写真票（様式４） 

     上記（1）において、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を、写真票用データとして登

録（アップロード）する。なお、登録するデータは令和７年（２０２５年）９月以降に撮影したもので、 

脱帽、正面、上半身のものとする。 

  （ｴ）自己申告書（様式５、コピーして使用しても可。）※提出を希望する者のみ。 

   ａ 出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を提出することができる。

ただし、３０日未満の日数であっても希望する者は提出することができる。 

   ｂ 自己申告書は、出願者本人が記入する。 

   ｃ 自己申告書は、出願者本人の氏名、郵便番号、住所を記入した返信用封筒（定形。切手不要。）を同封

の上、厳封した後、出身中学校長に提出する。なお、提出する封筒には、中学校名、氏名を記入してお

くこと。また、いずれの封筒も出願者が準備すること。 

   ｄ 出身中学校長は、自己申告書が提出された場合、これを調査書等とともに、本校校長に提出しなけれ

ばならない。 

  （ｵ）県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１） ※該当者のみ 

    県外中学校出身者で本校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願についての証明書を添付しなけれ

ばならない。 

（ｶ）入学者選抜手数料 

  入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月 1 日（月）から令和８年（２

０２６年）１月２３日（金）正午までに出願サイトを通じて納付する。 

なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び事務手数料は理

由のいかんを問わず返付しない。 

  イ 中学校長による手続 

    出身中学校長は、出願者から提出された上記アの（ｱ）～（ｵ）のほか、次の書類を令和８年（２０２６

年）１月２０日（火）から１月２３日（金）までに本校校長に紙媒体で提出する。受付時間は、午前９時

から午後４時までとし、最終日は正午までとする。 

  （ｱ）調査書（様式６） 

作成については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」を参照のこと。 

  （ｲ）成績一覧表（様式７） 

作成については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」を参照のこと。 

  ウ 本校校長による手続 

    上記アの（ｱ）～（ｵ）を受理した後、出願サイトを通じて受検票を交付する。 

 （3）出願の制限 

出願は、１校１学科・コース限りとする。第２志望を申し出ることはできない。 

 （4）出願変更 

いったん出願した場合は、変更はできない。 

 （5）出願取消し 

やむを得ない事情のために出願を取り消す場合は、令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から１月３

０日（金）午後４時までに、本人、保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出なければな

らない。 

 （6）インターネット出願ができない場合 

インターネット環境が整わない等のやむを得ない事情により、インターネット出願ができない志願者は、

出願期間内に対応できるよう本校に問い合わせること。 
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８ 選抜 

 （1）実施日 

   令和８年（２０２６年）２月２日（月） 

 （2）検査場 

   熊本県立松橋高等学校 

 （3）検査時間割 

   集合時刻：９時００分   

開始時刻 終了時刻 普通科地域創造コース 情報処理科 

９：５０ 終わり次第 個人面接 集団面接 

 

開始時刻 終了時刻 家政科 

９：５０ １０：５０ 実技検査 

 （4）検査内容 

  ア 普通科地域創造コースの面接は、個人面接とし、１人５分程度とする。 

  イ 情報処理科の面接は、集団面接とし、１グループ１０分程度とする。 

  ウ 家政科の実技検査は、小中学校で学んだ手縫いの技術を問う検査を実施する。 

 （5）受検者の携帯品 

   受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）１月２６日（月）から２月２日（月）までの間に出願サイト

を通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、時計及び上履きを持参すること。ただし、下敷き、電卓、計算

機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウォ

ッチ等）等、検査上公正を欠くものの検査を実施する教室への持ち込みは許さない。 

 （6）その他 

   入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後であっても、そ

の合格を取り消すことがある。 

 

９ 選抜結果の通知等 

   選抜結果は、令和８年（２０２６年）２月９日（月）に、本校校長から出願者の出身中学校長に郵送によ

り通知（様式８）するとともに、合格内定者に対しては、出身中学校長をとおして本人に通知（様式９）す

る。 

 

10 合格者の発表 

 （1）令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に、後期（一般）選抜の合格者と同時に、受検番号で発表する。

本校における掲示の発表や本校のホームページでの発表は行わず、県教育委員会の特設Ｗｅｂページで発表

する。 

 （2）電話等による合否に関する問い合わせには、一切応じない。 

 （3）合格者は、本要項「Ⅷ その他」の「１ 合格者説明会」に記載のとおり集合すること。 

 

11 不合格者の取扱い 

 （1）選抜の結果、不合格になった者は、改めて後期（一般）選抜に出願することができる。なお、本校に再び

出願する場合は、出願に必要な書類のうち、調査書及び成績一覧表を省略するものとする。 

 （2）不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛て、親展にて返却す

る。 
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Ⅱ 後 期 （ 一 般 ） 選 抜 

１ 趣旨 

受検者の中学校教育における学習成果を総合的に評価する。 

 

２ 出願資格 

  入学を志願できる者は、本県の前期（特色）選抜又は中高一貫教育（連携型）に係る入学者選抜に合格した

者以外の者であるとともに、次の（1）から（3）のいずれかに該当する者とする。 

 （1）中学校（義務教育学校及び特別支援学校中学部を含む。）を卒業した者又は令和８年（２０２６年）３月

に卒業見込みの者。 

 （2）中等教育学校の前期課程を修了した者又は令和８年（２０２６年）３月に修了見込みの者。 

 （3）学校教育法施行規則第９５条の各号のいずれかに該当し、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認められた者。 

 

３ 入学者選抜の方法 

 （1）入学者の選抜は、出身中学校長から送付された調査書、成績一覧表等の書類及び選抜のための学力検査の

成績等を資料として、本校の各学科・コースの特色に応じて、その教育を受けるに必要な能力・適性等を判

定して行う。 

（2）調査書の各教科の学習の評定と学力検査の成績を選抜の主たる資料とする。 

 （3）選抜の手順については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」を参照するこ

と。なお、本校の第１次選考後の選抜基準は次のとおりである。 

学科・コース 後期（一般）選抜における第１選考後の選抜基準 

普通科地域創造コース 学力検査の得点の合計点（２５０点満点※）に、評定の総計点を１／２倍

した点数（９０点満点）を加え、その合計点（３４０点満点）を選抜の主

たる資料として、総合的に判断して選抜する。 

情 報 処 理 科 

家   政   科 

（4）入学願、調査書及び成績一覧表等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後であっても、そ

の合格を取り消すことがある。 

 

４ 学科・コースの募集人員 

  募集人員は、募集定員から前期（特色）選抜の合格内定者数を減じた数とする。 

 員人集募 員定集募 スーコ・科学

普通科地域創造コース ８０人  

募集定員から前期（特色）選抜の合格内定者数を減じた数 情 報 処 理 科 ４０人  

家   政   科 ４０人  

 

５ 通学区域等 

 （1）通学区域は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則により、県下全域とする。 

 （2）同規則第４条による特例に基づき、「学区外」となる県外からの出願者に入学を許可し得る数を、募集人

員の５パーセント以内とする。 

（3）後期（一般）選抜における「学区内」の受検者数が募集人員を超えていない場合、後期（一般）選抜にお

ける募集人員内において、学区外の出願者について、（2）で設定された人員の上限を超えて入学を許可する

ことがある。 
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６ 出願期間 

 （1）出願期間は、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）から２月１７日（火）正午までとする。 

志願者が出願サイトへの所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、出身中学校長が中学校等

専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。 

また、出願に係る書類（様式５、２１及び２２）の提出については、当該期間の毎日午前９時から午後４

時までとし、最終日は正午までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、郵送による場合は、２月

１６日（月）までの消印のあるものに限り受け付ける。 

 （2）県外からの出願者で、転勤等やむを得ない事情によってこの期間に出願できなかった場合には、入学式当

日までに本校の学区内に保護者とともに確実に転居し、入学後も通学区域内から通学することが確認できる

ことを条件に、特例として令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から２月２７日（金）午後４時まで受

け付ける。なお、この場合、やむを得ない事情のため令和８年（２０２６年）２月１７日（火）までに出願

できなかったことを証明する書類を添付すること。 

 

７ 出願手続等 

※詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。 

 （「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校のホームページに掲載する。） 

（1）志願者情報等登録 

  志願者は、令和７年（２０２５年）１２月 1 日（月）から令和８年（２０２６年）２月１７日（火）正午

までに、本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。 

（2）出願手続 

ア 出願者による手続 

   出願者は、次の（ｱ）～（ｷ）を出身中学校長を経由して本校校長に提出する。なお、（ｱ）～（ｳ）につい

ては、上記（1）において入力等を行ったデータにより自動的に作成され、直接提出されるため紙媒体の提

出は不要。 

     また（ｸ）については、出願サイトを通じて納付する。 

  （ｱ）入学願 

    ａ 志望する学科・コース欄に「１」を記入すること。なお、第２志望の場合は「２」、第３志望の場

合は「３」、志望しない学科・コース欄には「×」をそれぞれ記入すること。 

ｂ 学区内からの出願者については、「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄の記入を要しない。 

ｃ 学区外からの出願者については、「保護者」の「氏名」及び「生活の本拠」欄については、次のと

おりとする。 

（a）「生活の本拠」欄は、番地等の記入は要しない。 

（b）事情がある場合は「氏名」及び「生活の本拠」の記入を要しない。なお、出身中学校長は出願

期間内に本校校長に説明をするものとする。 

ｄ 入学願記載事項の証明に当たっては、出身中学校長は、厳正な調査に基づいて責任ある証明をし

なければならない。 

ｅ 学区外の中学校出身者で、「学区内」として出願する者は、保護者の生活の本拠が学区内にあると

いうことを証明できる書類を出願期間内に本校校長に文書で提出しなければならない。 

ｆ 学区内、学区外の記載について疑義がある場合は、出願した者に対し、その保護者の生活の本拠

学が区内にあるということを証明する書類の提出を求めることがある。 

  （ｲ）受検票（様式３） 

  （ｳ）写真票（様式４）※Ⅰ前期（特色）選抜７（２）アの（ｳ）を参照のこと。 

  （ｴ）自己申告書（様式５）※Ⅰ前期（特色）選抜７（２）アの（ｴ）を参照のこと。 

  （ｵ）海外帰国生徒等の特別措置適用申請書（様式２２）※該当者のみ 

海外帰国生徒等の特別措置の適用を受けようとする者は、特別措置適用申請書を提出しなければな

らない。 
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  （ｶ）県外公立高等学校入学志願についての証明書（様式２１）※該当者のみ 

県外中学校出身者で本校に出願する者は、県外公立高等学校入学志願についての証明書を添付しな

ければならない。 

（ｷ）入学者選抜手数料 

  入学者選抜手数料は、２，２００円とし、令和７年（２０２５年）１２月１日（月）から令和８年

（２０２６年）２月１７日（火）正午までに出願サイトを通じて納付する。 

なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び事務手数料

は理由のいかんを問わず返付しない。 

  イ 中学校長による手続 

    出身中学校長は、出願者から提出された上記アの（ｱ）～（ｶ）のほか、次の書類を令和８年（２０２６

年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に紙媒体で提出する。受付時間は、午前９時

から午後４時までとし、最終日は正午までとする。 

   （ｱ）調査書（様式６） 

作成については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」を参照のこと。

ただし、前期（特色）選抜で本校に出願した者で、再び本校に出願する場合は、調査書の提出を省略

するものとする。 

   （ｲ）成績一覧表（様式７） 

作成については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」を参照のこと。

ただし、前期（特色）選抜で本校に出願した者で、再び本校に出願する場合は、成績一覧表の提出を

省略するものとする。 

  ウ 本校校長による手続 

    上記アの（ｱ）～（ｶ）を受理した後、出願サイトを通じて受検票を交付する。 

 （3）出願の制限 

   出願は、１校限りとする。いったん入学願を提出した後には、（4）の「出願変更」及び（5）の「出願取消

し」の場合を除き、どのような変更（出願期間内に、ある高等学校への出願を取り下げて、別の高等学校に

出願することも含む。）も認めない。 

 （4）出願変更 

  ア 出願した高等学校、課程、学科・コースを変更したい者は、１回に限り変更することができる。 

  イ 出願変更期間は、令和８年（２０２６年）２月１８日（水）から２月２０日（金）までととし、この期

間にウの出願変更の手続をすべて完了するものとする。受付時間は、午前９時から午後４時までとし、最

終日は正午までとする。なお、郵送による出願変更は受け付けない。 

  ウ 出願変更の手続は、次のとおりとする。 

   （ｱ）異なる県立高等学校に出願変更する場合  

     ※次の手続きを、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。 

    ａ 出願変更したい者は、出身中学校長を経て、出願した高等学校長に、「出願変更願（甲）」（様式１３）

及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更願（乙）」を受け

取る。 

ｂ 受け取った「出願変更願（乙）」に、新たに作成した入学願、受検票、写真票を添付し、出身中学校

長を経て、出願変更先の高等学校長に提出し、受検票の交付を受ける。 

   （ｲ）本校の異なる学科・コースに出願変更する場合（第２志望の追加等も含む。） 

     ※次の手続きを、出願システムを通じて行う。詳細は「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。 

     出願変更したい者は、出身中学校長を経て、本校校長に、「出願変更願（甲）」と新たに作成した

入学願、受検票、写真票を提出し、受検票の交付を受ける。 

（ｳ）熊本市立必由館高等学校又は熊本市立千原台高等学校に出願変更する場合 

  ※様式１３及び１４は県教育委員会のホームページからダウンロードし、紙媒体で作成すること。 
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 ａ 出願変更したい者は、出身者中学校長を経て、本校校長に「出願変更願（甲）（様式１３）及び「出願変」

更願（乙）」（様式１４）を紙媒体で提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更願（乙）」を受け取る。（「出

願変更願（甲）」は本校で保管する。） 

 ｂ 受領後の手続きについては、熊本市立高等学校入学者選抜要項参照のこと。 

（ｴ）熊本市立必由館高等学校又は熊本市立千原台高等学校から本校に出願変更する場合 

  ※様式１３及び１４は県教育委員会のホームページからダウンロードし、紙媒体で作成すること。 

   ※出願サイトを通じて行う手続きについては、「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。 

 ａ 出願変更したい者は、出身中学校長を経て、出願した高等学校長に「出願変更願（甲）」（様式１３）

及び「出願変更願（乙）」（様式１４）を紙媒体で提出し、所定の欄に証明を受けた「出願変更願（乙）」

を受け取る。 

ｂ 出願変更したい者は、令和８年（２０２６年）２月１７日（火）午後１時から２月２０日（金）正

午までに本校のホームページから出願サイトにアクセスし、所定事項の入力等を行う。 

ｃ a で受け取った「出願変更願（乙）」、入学願、受検票及び写真票を、出身中学校長を経て、本校校長

に提出し、出願サイトを通じて受検票の交付を受ける。なお、「出願変更願（乙）」は紙媒体で、入学

願、受検票及び写真票については、出願サイトを通じて提出する。 

エ 入学者選抜手数料について ※納付の必要がある場合のみ。 

令和８年（２０２６年）２月１７日（火）午後１時から２月２０日（金）正午までに出願サイトを通じ

て納付すること。なお、納付に係る事務手数料は出願者の負担とし、一旦納付した入学者選抜手数料及び

事務手数料は理由のいかんを問わず返付しない。 

入学者選抜手数料の納付が必要な場合     

県立高等学校定時制課程から本校へ出願する場合 差額（￥１，２５０）を納付すること 

熊本市立高等学校から本校へ出願する場合 全額（￥２，２００）を納付すること 

本校から熊本市立高等学校へ出願する場合 
※納付額については、熊本市立高等学

校入学者選抜要項で確認すること。 

オ 自己申告書の取扱い 

   出願変更した者が、自己申告書を提出していた場合、その自己申告書を本人宛て、親展にて返却する。 

（5）出願取消し（「出願取消し」とは、出願を取り消した後、どの高等学校へも出願をしない場合をいう。） 

  出願取消しの場合は、令和８年（２０２６年）２月２４日（火）から３月３日（火）午後４時までに、本人、

保護者及び出身中学校長連署の上、文書で本校校長に届け出なければならない。ただし、土曜日、日曜日及

び３月２日（月）は除く。 

（6）インターネット出願ができない場合 

  インターネット環境が整わない等のやむを得ない理由により、インターネット出願ができない志願者は、

出願期間内に対応できるよう本校に問い合わせること。 

 

８ 受付場所 

  熊本県立松橋高等学校 第一応接室 

 

９ 選抜（本検査） 

 （1）学力検査 

  ア 学力検査（本検査）の検査教科は、国語、社会、数学、理科及び英語の５教科とし、配点は各教科とも５０点

とする。 

イ 学力検査日 

    令和８年（２０２６年）３月４日（水）及び５日（木）の両日 

  ウ 検査場 

    熊本県立松橋高等学校 
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  エ 学力検査時間割 

    第１日 ３月４日（水） 集合時刻：午前９時２０分   

 教  科 開始時刻 終了時刻 検査時間（分） 

第１時限 国  語 １０：００ １０：５０ ５０ 

休          憩 

第２時限 理  科 １１：１０ １２：００ ５０ 

休          憩 

第３時限 
英  語 

（ﾘｽﾆﾝｸﾞﾃｽﾄを含む） 
１３：１０ １４：００ ５０ 

     

第２日 ３月５日（木） 集合時刻：午前９時２０分   

 教  科 開始時刻 終了時刻 検査時間（分） 

第１時限 社  会 １０：００ １０：５０ ５０ 

休          憩 

第２時限 数  学 １１：１０ １２：００ ５０ 

     

オ 受検者の携帯品 

    受検者は、受検票（令和８年（２０２６年）２月２３日（月）から３月４日（水）までの間に出願サイ

トを通じて印刷する。）、筆記用具、消しゴム、定規、コンパス、時計、上履き及び昼食（１日目のみ）を

持参すること。ただし、三角定規、分度器付き定規、分度器付きコンパス、分度器、下敷き、電卓、計算

機能・辞書機能・地図表示機能を持つ時計、移動通信機器（携帯電話等）、ウェアラブル端末（スマートウ

ォッチ等）、シャープペンシルの芯のケース等、検査上公正を欠くものの検査を実施する教室への持ち込み

は許さない。 

 （2）作文、面接 

  ア 作文 

   （ｱ）海外帰国生徒等の特別措置により作文を実施する場合は、本校において、令和８年（２０２６年）３

月４日（水）又は５日（木）のいずれか、本校校長が定める日に実施する。 

   （ｲ）作文は、出願者の適性や意欲・関心等をみるために、８００字、５０分で実施する。 

  イ 面接 

    海外帰国生徒等の特別措置により面接を実施する場合は、本校において、令和８年（２０２６年）３月

４日（水）又は５日（木）のいずれか、本校校長が定める日に実施する。 

  

10 合格者の発表 

 （1）令和８年（２０２６年）３月１２日（木）に受検番号で発表する。本校における掲示の発表や本校のホー

ムページでの発表は行わず、県教育委員会の特設Ｗｅｂページで発表する。 

 （2）電話等による合否に関する問い合わせには、一切応じない。 

 （3）合格者は、本要項「Ⅷ その他」の「１ 合格者説明会」に記載のとおり集合すること。 

 

11 不合格者の取扱い 

  不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛て、親展にて返却する。 

 

12 後期（一般）選抜の追検査 

 （1）資格 

   令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜に出願し、病気その他やむ

を得ない事情により、後期（一般）選抜の学力検査を受検することができなかった者で、その理由が出身中

学校長によって証明された者。 
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 （2）受検できる学科等 

   受検できる学科・コースは、後期（一般）選抜に出願した本校の同一の学科・コースとする。 

（3）入学者選抜の方法 

  ※本要項「Ⅱ後期（一般）選抜」の「３ 入学者選抜の方法」を参照のこと。 

（4）募集人員 

   若干名 

（5）申請期間及び手続等 

  ア 希望者は、令和８年（２０２６年）３月４日（水）から３月９日（月）までの間、出身中学校長を経由

して、本校校長に、追検査受検願（様式１５）を紙媒体で提出すること。受付時間は、毎日午前９時から

午後４時までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。 

イ 追検査承認の可否については、本校校長から出身中学校長へ３月１０日（火）午後４時までに伝える。

当該生徒には、出身中学校長からすみやかに追検査承認の可否を伝えること。なお、本校校長から追検査

の受検が承認された者（以下、「対象者」という。）のみ追検査を受検することができる。 

（6）選抜 

  ア  学力検査 

    （ｱ）学力検査（追検査）の検査教科は、国語、数学、英語（リスニングテスト無し）の３教科とし、配点は各

教科とも５０点とする。 

（ｲ）学力検査日 

     令和８年（２０２６年）３月１３日（金） 

    （ｳ）検査場 

     熊本県立松橋高等学校 

    （ｴ）学力検査時間割 

     ３月１３日（金）  集合時刻：午前９時００分    集合場所：本校正面玄関 

 教  科 開始時刻 終了時刻 検査時間（分） 

第１時限 国  語  ９：３０ １０：２０ ５０ 

休          憩 

第２時限 数  学 １０：４０ １１：３０ ５０ 

休          憩 

第３時限 英  語 １１：５０ １２：４０ ５０ 

   （ｵ）受検者の携帯品 

本検査に準じる。 

  イ 作文 

    対象者のうち、海外帰国生徒等の特別措置を承認されている者への作文は実施しない。 

 （7）合格者の発表等 

  ア 選抜結果は、郵送で令和８年（２０２６年）３月１７日（火）に、対象者に通知（様式１６）するとと

もに、出身中学校長に通知（様式１７）し、発表に代える。ただし、事前に申し出があった場合に限り、

手交により選抜結果通知書を交付する。出願者の出身中学校長又はその代理者（当該中学校長の委任状を

持参すること。）は、令和７年（２０２５年）３月１７日（火）午前９時から正午までの間に本校事務室で

受領すること。 

  イ 電話等による合否に関する問い合わせには、一切応じない。 

  ウ 合格者は、本要項「Ⅷ その他」の「１ 合格者説明会」に記載のとおり集合すること。 

（8）不合格者の取扱い 

   不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛て、親展にて返却す

  。る
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Ⅲ 二 次 募 集 

１ 実施学科等 

  合格者数が募集定員に満たない学科・コースについて、二次募集を実施する。 

 

２ 出願資格 

  二次募集を出願することができる者は、令和８年度（２０２６年度）熊本県公立高等学校入学者選抜の後期

（一般）選抜における学力検査（以下、「学力検査」という。）を受検した者（定時制課程における成人特別措

置による受検者を除く。）で、出願時において、本県の公立高等学校に合格していない者とする。ただし、後期

（一般）選抜で受検した本校の同一学科・コース（第１志望に限る。）に出願することはできない。 

 

３ 募集人員 

  募集定員から、前期（特色）選抜及び後期（一般）選抜の合格者数を減じた数とする。 

 

４ 出願期間 

  出願期間は、令和８年（２０２６年）３月１３日（金）から３月１８日（水）午後４時までとする。 

志願者が出願サイトへの所定事項の入力及び入学者選抜手数料の支払いを行い、出身中学校長が、中学校等

専用サイトを通じ、承認を行った時点で「出願」とみなす。 

 

５ 出願手続等 

※詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと。 

 （「インターネット出願の手引き」等は熊本県教育委員会及び本校のホームページに掲載する。） 

 （1）二次募集の志願者は、出願サイトを通じて所定事項の入力及び入学者選抜手数料（２，２００円）の納付

等を行い、入学願（二次募集）（様式１８）を、出身中学校長を経て、本校校長に提出する。なお、自己申告

書は希望すれば提出できる。 

 （2）出身中学校長は、当該志願者が学力検査を受検した公立高等学校の校長に、後期（一般）選抜学力検査成

績証明書等送付願（様式２０）を紙媒体で提出する。提出については出願期間の毎日午前９時から午後４時

までとする。ただし、土曜日及び日曜日は除く。なお、郵送にて提出する場合は、出身中学校長は、当該志

願者が学力検査を受検した公立高等学校の校長宛てに後期（一般）選抜学力検査成績証明書等送付願を３月

１８日（水）までの消印となるように投函するとともに、３月１８日（水）午後４時までに、後期（一般）

選抜学力検査成績証明書等送付願をファクシミリで送信すること。 

（3）本校校長は（1）で提出された入学願等を受理した後、出願サイトを通じて二次募集受付票（様式１９）

を交付する。 

（4）出願は、本校１学科・コース限りとする。 

 

６ 選抜 

（1）入学者の選抜は、調査書、学力検査の結果等を資料として、本校の学科・コースの特色に応じて、その教

育を受けるに必要な能力・適性等を判定して行う。 

（2）（1）に加えて、令和８年（２０２６年）３月１９日（木）午後１時以降に、本校で「令和８年度（２０２

６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」「Ⅲ後期（一般）選抜９の（2）のイ」に準じて面接を実施する。 

　なお、出願者は面接の日時及び集合場所等について二次募集受付票（令和８年（２０２６年）３月１８日

（水）午後４時３０分から３月１９日（木）正午までの間に出願サイトを通じて印刷する。）で確認するとと

もに、面接当日は、二次募集受付票を持参すること。 

 （3）入学願等の提出書類に虚偽の事実を発見した場合は、合格発表後であっても、その合格を取り消すことが

ある。 
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７ 選抜結果の通知等 

※詳細については、別途「インターネット出願の手引き」等を参照のこと） 

 （1）選抜結果について、令和８年（２０２６年）３月２４日（火）に、出願サイトを通じて出願者に通知する

とともに、中学校等専用サイトを通じて出身中学校長に通知する。 

 （2）電話等による合否に関する問い合わせには、一切応じない。 

 （3）合格者は、本要項「Ⅷ その他」の「１ 合格者説明会」に記載のとおり集合すること。 

 

８ 不合格者の取扱い 

  不合格者の中で自己申告書を提出した者については、その自己申告書を出願者本人宛て、親展にて返却する。 

  

 

Ⅳ 郵送による個人情報提供 

１ 提供する個人情報 

  令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜の後期（一般）選抜における学力検査の教科別得

点及び合計得点 

 

２ 提供を希望できる者 

  上記１の学力検査の出願者本人 

 

３ 提供する期日等 

  令和８年（２０２６年）３月２５日（水）から３月２７日（金）までの間に、本校から本人宛て簡易書留に

て発送する。 

 

４ 提供を希望する際の手続等 

  個人情報の提供を希望する出願者は、提供希望願（様式２３）及び返信用封筒（長形３号）を、令和８年（２

０２６年）２月２４日（火）から２月２６日（木）までに本校校長に提出すること。受付時間は午前９時から

午後４時までとし、最終日は正午までとする。なお、返信用封筒には、出願者本人の郵便番号、住所、氏名を

記入し、返信用切手４６０円分（郵送料１１０円分及び簡易書留料の料金３５０円分）を貼ること。 

 

５ 留意事項 

 （1）提供希望願（様式２３）の用紙は、中学校において作成すること。 

 （2）出身中学校長は、入学願及び提供希望願により、提供の希望の有無を確認すること。さらに、返信用封筒

の宛名が出願者本人であり、宛先が出願者本人の住所であることを入学願により確認すること。また、切手

の貼付の有無も確認すること。 

 

 

Ⅴ 県外からの出願の手続き 

（1）県外中学校出身者で本校に出願する者は、前期（特色）選抜においては、「令和８年度（２０２６年度）

熊本県立高等学校入学者選抜要項（Ⅰ前期（特色）選抜７の（２）」に示した必要書類等、後期（一般）選）

抜においては、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項（Ⅲ後期（一般）選抜８の

（２））」に示した必要書類等を本校校長に提出すること。 

（2）その他、詳細については、「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」等を参照す

ること。また出願に当たっての必要な書類は、本校校長に請求すること。 
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Ⅵ 障がい等がある受検者への配慮事項等 

出身中学校長は、障がい等があるため、通常の方法により受検することが困難と認められる者が志願する場

合には、すみやかに本校校長へ連絡すること。なお、具体的な配慮については、「令和８年度（２０２６年度）

熊本県立高等学校入学者選抜要項」等を参照すること。 

 

 

Ⅶ 海外帰国生徒等の取扱い 

 出身中学校長は、海外帰国生徒、中国等帰国生徒及び外国人生徒で、特別の配慮が必要と認められる者が志

願する場合には、すみやかに本校校長へ連絡すること。なお、後期（一般）選抜における特別措置については、

「令和８年度（２０２６年度）熊本県立高等学校入学者選抜要項」等を参照すること。 

 

 

Ⅷ その他 

１ 合格者説明会 

 （1）日 時 ：令和８年（２０２６年）３月２６日（木）午後１時３０分（全体会終了予定：午後４時） 

 （2）集合場所：熊本県立松橋高等学校 体育館 

 （3）対象者 ：合格者本人及びその保護者 ※必ず保護者同伴のこと。 

 （4）携帯品 ：筆記用具、教科書等購入代金（約３０，０００円）、下足入れ用の袋、スリッパ 

 （5）実施内容：①入学にあたって必要な諸連絡  

②芸術教科（音楽・美術・書道）の選択希望調査 ※説明会の中で用紙を配付・回収 

③体育服の採寸・注文及び教科書等の販売 

 （6）その他  ：やむを得ない理由により、出席できない場合や入学を辞退する場合は、出身中学校長を経由し

て本校校長に事前に連絡すること。 

 

２ 各入学者選抜実施日及び合格者説明会当日における引率・送迎のための車両入構について 

 敷地内駐車スペースには限りがあるため、できるだけ、公共交通機関の利用や乗り合わせ等をお願いする。 

※宇城市役所やＪＡ熊本うき等周辺施設への無断駐車は行わないこと。 

※係職員がいる場合はその指示に従うこと。 
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